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１ 令和８（２０２６）年度補正予算概要 
 
 一般会計 
 ［歳 出］ 

  土木費                                  （単位：千円） 

科   目 補 正 額 説    明 特 定 財 源 

都市計画総務費 

 

10,284 

 

歴史的風致維持向上計画策定経費    10,284 

 

(国) 歴史まちづく

り推進事業補助

金 

   10,000 
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２ 工事請負契約について 

 

 工   事   名  市民会館屋上防水改修その他工事 

 

 工     期  契約の日から令和８年(2026年)１２月１１日まで 

 

 請 負 金 額  １７３，８００，０００円 

           （うち消費税および地方消費税の合計額１５，８００，０００円） 

 

 請  負  人  平林組・小鹿組市民会館屋上防水改修その他工事共同企業体 
                      代表者 函館市本通１丁目２５番１７号 

                 株式会社平林組 

                函館市湯浜町１３番１９号 

                 株式会社小鹿組 

 

                           

 敷 地 面 積  ９，１４７．６３㎡ 

 

 建 物 概 要  床面積 地下１階   ３３２．３７㎡ 

                 １階 ３，８２８．２８㎡ 

                 ２階 １，７０７．７５㎡ 

                 ３階 ２，０２５．７１㎡ 

                ＰＨ階   １６０．１７㎡ 

                 合計 ８，０５４．２８㎡ 

 

 工 事 概 要  工事場所 函館市湯川町１丁目３２番１号 

 

           主な工事 

中央棟（展示室），管理棟，管理棟機械室の屋上防水改修， 

管理棟東面の外壁改修 
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Ｎ
工事場所： 函館市湯川町１ 丁目３ ２ 番１ 号
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ﾙー ﾌﾄﾞ ﾚﾝ
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工事名　　市民会館屋上防水改修その他工事

令和８年(2026年)４月28日執行

円

曲小小倉工務店・中野組共同企業体 158,500,000 

平林組・小鹿組共同企業体 158,000,000 落札

（注）入札金額は，消費税および地方消費税を含まず。

入　　札　　結　　果

入　札　業　者 入  札  金  額 備　考
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３  専決処分の報告について（工事請負契約について） 
 
（1）専決処分の内容  

下記工事について，工事請負契約を地方自治法第１７９条第１項の規定に

より，令和８年５月７日付けで市長が専決処分した。  
 
（2）工事概要  

工事名：学校施設冷房設備整備機械設備工事［第２期１工区］  
請 負 金 額  ５６２，１００，０００円  

契 約 日  令和８年５月７日  

工 期 令和８年５月８日～令和９年３月１８日  

請 負 人  

昭栄設備工業・平和設備・ハンダ・髙田設備・  
小林電機学校施設冷房設備整備機械設備工事  
［第２期１工区］共同企業体  
  代表者  函館市美原３丁目３８番３１号  
            昭栄設備工業株式会社  

工 事 場 所  市内各所 小学校 ９校  

工 事 概 要 
主な工事 屋外 基礎工事，ガス設備埋設配管工事  
     屋内 空気調和設備工事，計装工事  

 
（3）専決処分の理由  

上記工事の工期は約１０か月間を要するところ，令和８年第２回定例会で

議決を経て本契約を締結することとすると，十分な工期を確保することがで

きないため。  
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深堀小

神山小

本通小

東山小

南本通小

高丘小
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鍛神小

柏野小

１工区施行箇所

位 置 図
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工事名　　学校施設冷房設備整備機械設備工事［第２期１工区］

令和８年(2026年)４月21日執行

円

昭栄設備工業・平和設備・ハンダ・髙田設備・
小林電機共同企業体

511,000,000 落札

（注）入札金額は，消費税および地方消費税を含まず。

入　　札　　結　　果

入　札　業　者 入  札  金  額 備　考
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４  専決処分の報告について（工事請負契約について） 
 
（1）専決処分の内容  

下記工事について，工事請負契約を地方自治法第１７９条第１項の規定に

より，令和８年５月７日付けで市長が専決処分した。  
 
（2）工事概要  

工事名：学校施設冷房設備整備機械設備工事［第２期２工区］  
請 負 金 額  ５１１，５００，０００円  

契 約 日  令和８年５月７日  

工 期 令和８年５月８日～令和９年３月１８日  

請 負 人  

ニシカワ産業・タナカ冷機工業・大野冷機・フツタ設備技研・

森配管工業所学校施設冷房設備整備機械設備工事  
［第２期２工区］共同企業体  
  代表者  函館市桔梗町４０６番地４１  
            株式会社ニシカワ産業  

工 事 場 所  
市内各所 小学校 １０校  
     義務教育学校 １校  

工 事 概 要 
主な工事 屋外 基礎工事，ガス設備埋設配管工事  
     屋内 空気調和設備工事，計装工事  

 
（3）専決処分の理由  

上記工事の工期は約１０か月間を要するところ，令和８年第２回定例会で

議決を経て本契約を締結することとすると，十分な工期を確保することがで

きないため。  
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工事名　　学校施設冷房設備整備機械設備工事［第２期２工区］

令和８年(2026年)４月21日執行

円

ニシカワ産業・タナカ冷機工業・大野冷機・
フツタ設備技研・森配管工業所共同企業体

465,000,000 落札

（注）入札金額は，消費税および地方消費税を含まず。

入　　札　　結　　果

入　札　業　者 入  札  金  額 備　考
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５ 専決処分の報告について（訴えの提起について） 

 

 （１）専決処分の内容 

    市が設置し，および管理する公共賃貸住宅の管理上必要な建物明渡し等を 

   請求する訴えの提起について，令和８年３月３１日地方自治法第１８０条第 

１項の規定により，市長が専決処分をした。 

 

 （２）当事者 

    原  告    函館市 

    被告など    下記のとおり 

  

被 告 主な請求内容 経   過 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

① 建物を明け渡すこと 

 

② 訴訟費用は，被告の

負担とすること 

・平成元年１月，被告の夫に対

して入居許可 

 

・被告は同人と同居していた

が，同人が退去したことから，

原告は被告に対し，平成９年12

月２４日付けで承継使用を許

可 

 

・原告は市営住宅中道２丁目団

地が建設から約５０年経過し，

老朽化が著しく進行したこと

から，用途廃止することとした 

 

・原告は１０回にわたり被告宅

を訪問し，本件団地の用途廃止

と住替えについて理解が得ら

れるよう努めたが，頑なに拒否

され続けた 

 

・令和７年７月２５日付けで明

渡し通知をし，令和８年１月26

日付けで契約を解除 

 

・その後，現在に至るまで該当

住宅を占有 
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 （３）訴えを提起した日 

    令和８年４月７日 

 

 （４）管轄裁判所 

    函館簡易裁判所 

 

 （５）専決処分の報告 

    地方自治法第１８０条第２項の規定により，令和８年第２回市議会定例会 

   に専決処分した旨の報告をする。 
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